
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
二
年
八
月
七
日
提
出

質

問

第

一

二

号

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
と
当
然
の
法
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

12



マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
と
当
然
の
法
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
公
務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
国
家
公
務
員
法
に
関
す
る
確
立
し
た
政
府
の
解
釈
方
針
（
い
わ
ゆ
る
「
当
然
の
法
理
」
）
で
あ
る
。

一
方
、
九
十
六
年
よ
り
始
ま
っ
た
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
は
、
米
国
連
邦
政
府
職
員
を
約
一
年
間
我
が
国
の
省
庁
等
に
配

置
し
実
務
を
担
当
さ
せ
て
い
る
（
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
『
人
事
院
月
報
』
九
十
七
年
八
月
号
及
び
九
十
九
年
八
月
号
参

照
）
。

す
な
わ
ち
同
研
修
で
省
庁
に
配
置
さ
れ
た
米
連
邦
職
員
（
以
下
「
研
修
員
」
と
い
う
）
は
、
事
実
上
、
公
権
力
の
行
使
又
は

公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、
当
然
の
法
理
と
の
関
係
に
つ
き
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。

一

当
然
の
法
理
の
立
場
を
取
る
限
り
、
研
修
員
で
あ
っ
て
も
外
国
人
は
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に

携
わ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

二

同
研
修
に
お
い
て
官
庁
に
配
置
さ
れ
て
実
務
を
研
修
し
て
い
る
研
修
員
は
、
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
に
参

画
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



三

外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
六
号
に
お
け
る
米
側
書
簡
�
の
（
ｄ
）
に
い
う
「
必
要
な
措
置
」
の
全
て
に
つ
い
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

四

研
修
員
は
研
修
期
間
中
に
次
の
事
項
を
知
り
得
る
こ
と
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
国
家
公
務
員
法
」
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
。

�

「
自
衛
隊
法
」
第
五
十
九
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
。

�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
）
第
二
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
。

�

「
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
」
第
一
条
第
三
項
で
定
め
る
「
防
衛
秘
密
」
。

�

「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
」
第
六
条
で
定
め
る
「
合
衆
国
軍
隊
の

機
密
」
。

�

「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
防
防
調
一
第
九
四
八
号
）
で
定
め
る
「
取

扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
。

右
質
問
す
る
。

二


